
 

＜報道発表資料＞ 

令和７年１２月２６日 

  京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課 

京都市消防局予防部予防課 

 

個室サウナを有する施設に関する調査の実施結果 
 

令和７年１２月２３日に報道発表した、個室サウナを有する施設に関する調査について、

１２月２５日までに、全対象施設１８施設への調査を実施したため、以下のとおりお知らせ

いたします。 

今後、新たに個室サウナを有する施設を確認した場合は、引き続き調査を実施します。 

 

１ 対象施設 

個人又は複数人での貸切利用が可能なサウナ、いわゆる個室サウナを有する施設 １８施設 

  ※ 個室サウナを有することを確認している施設は次の２種類 

  ① 旅館業法の営業許可を受けた施設  １３施設 

  ② 公衆浴場法の営業許可を受けた施設  ５施設 
 

２ 実施期間 

  令和７年１２月２２日～同月２５日 
 
３ 主な調査結果 

 ・全ての施設に出入口の開閉確認（開閉する際に不具合がないか、ドアノブがある場合は

壊れていないか確認を行うこと）を指導し、問題のある施設は確認されなかった。 

 ・非常用ブザーの設置が義務付けられている公衆浴場許可施設の全施設で非常用ブザー

が設置されていることと、その動作確認が正常に行われていることを確認した。 

 ・非常用ブザーの設置が義務付けられていない旅館業許可施設においては、７施設で非常

用ブザーが設置されており、その動作確認をし、正常に機能していることを確認した。

また、非常用ブザーが設置されていない６施設のうち、低温サウナ（ミストサウナ）施

設１施設を除いた５施設については、法令の義務ではないものの、非常用ブザーを設置

することを求めた。 

・全ての施設において、京都市火災予防条例の技術基準（離隔距離や周囲の整理・清掃等）

及び必要となる消防用設備（消火器、自動火災報知設備の感知器）を確認し、問題のあ

る施設はなかった。 

 

＜お問合せ先＞ 

・旅館業、公衆浴場業に関するお問合せ 

 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課 

電話：０７５－２２２－４２７２ 

・防火対策に関するお問合せ 



 

消防局予防部予防課 

電話：０７５－２１２－６６７２ 


